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新型コロナウイルス感染症対策特別委員会記録 

 

日  時 令和３年２月18日（木曜日）13時30分～16時26分 

場  所 羽幌町議会議場 

出 席 者 村田委員長、平山副委員長、金木委員、磯野委員、阿部委員、工藤委員、船 

     本委員、小寺委員、逢坂委員、舟見委員、森委員 

     駒井町長、宮崎町民課長、木村福祉課長、敦賀総務課長、清水地域振興課長、 

     大平財務課長、熊谷財務課主幹、高橋商工観光課長、伊藤農林水産課長、鈴 

     木健康支援課長、山口教育長、酒井学校管理課長、飯作社会教育課長 

事 務 局 豊島事務局長、嶋元係長 

報  道 留萌新聞社、羽幌タイムス社 

 

村田委員長（開会） 13:30～13:31 

 それでは、ただいまより新型コロナウイルス感染症対策特別委員会を開催いたします。 

 皆様におかれましては、昨日の悪天候の中、今日は朝から除雪等大変だったのではな

いかとお察しします。また、忙しい中ご出席いただいてありがとうございます。 

 今日の議題は、国の第三次補正予算に伴うこれからの地方創生臨時交付金の予定事業

についてを議題としたいと思います。まずは財務課長より総体の事業についての説明を

受け、その後細かい事業内容については各課担当より説明をいただき、その後質疑に入

りたいと思いますので、皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

１ 国の第三次補正予算に伴う地方創生臨時交付金申請予定事業について 

 

説 明 員 駒井町長、宮崎町民課長、木村福祉課長、敦賀総務課長、清水地域振興課長、 

     大平財務課長、熊谷財務課主幹、高橋商工観光課長、伊藤農林水産課長、鈴 

     木健康支援課長、山口教育長、酒井学校管理課長、飯作社会教育課長 

 

大平財務課長 13:31～13:33 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうござい

ます。個別内容につきましては、先ほど委員長からもございましたが、これまでと同様

に担当課長からそれぞれご説明いたしますが、私からは概要につきましてご説明をさせ

ていただきます。 

 初めに、今回の交付金につきましては、国に対して全額令和３年度予算への繰越しと
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して報告をしております。これは、繰り越すことによりまして令和３年度の当初予算や

補正予算により実施する事業についても交付対象となりますことから、このような判断

に至ったものであり、今回の交付金を活用する事業につきましては全件令和３年度の補

正予算により対応する考えであります。 

 次に、今回計画している事業につきましては22事業を予定し、交付金の対象経費とし

て１億5,708万3,000円となっており、今回の交付限度額１億3,074万6,000円に対し、

2,633万7,000円超過している状況であります。実施計画案につきましては、各課におい

て関係機関からの聞き取りや所管施設の状況を確認し、今後の事業継続や感染防止対策

に係る取組など、各課が検討した事業案について理事者をはじめ全課長において協議を

行い、調整等を行ったものを予定させていただいております。なお、実施計画書の国へ

の提出につきましては、現時点では令和３年度に入ってからということになっておりま

すので、委員の皆様からこれまで行政側の検討対象となっていなかった事業の提案がご

ざいましたら、持ち帰らせていただき、検討させていただいた上で最終的な計画案につ

きましては３月下旬をめどに改めてご説明させていただき、提出したいと考えておりま

す。 

 それでは、資料の事業一覧の掲載順に担当課長からご説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

伊藤農林水産課長 13:33～13:38 

 それでは、農林水産課ということで１番から５番について説明させていただきます。 

 初めに、各産業の現状を少し説明させていただきますが、水産業については昨年2020

年の販売取扱高が羽幌、天売、焼尻を合わせまして20億3,500万円であり、同年の計画額

24億9,000万円に対して４億5,400万円の減となり、また2019年の取扱高と比較いたしま

しても３億2,100万円の減少でありました。また、本年について１月末現在でありますが、

昨年同時期の50％減の3,000万円の取扱高となっておりまして、依然厳しい状況にあるも

のと考えております。次に、農業でありますが、本町にあって昨年は全体的なところと

して影響は少ないものでありましたが、本年につきましては国の動向としてまず2020年

産の米の販売が低迷しているというところにあります。業務用米の需要の苦戦が依然と

して続きまして、家庭用の需要も勢いを失い、今後の2020年産米の取引価格をはじめと

して、本年2021年産米にも大きな影響が出てくる可能性が非常に高いというものであり

ます。また、酪農関係では、配合飼料の価格が上昇して畜産現場に長期的な影響の及ぶ

可能性があり、また牛乳類では家庭用の販売は拡大はしているものの、業務用の牛乳で

すとか乳製品の需要というものが一層落ち込んでいるということから、農業全般として

先行きが大変厳しい状況にあるものというふうに考えております。このような状況にあ

りますことから、事業の内容といたしましては農業者、漁業者に広く対応した経済対策
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を基本に計画したというところであります。 

 それでは、個別の事業について説明させていただきますが、まず１番の漁港使用支援

事業でありますが、漁業者が負担する漁港利用料相当額を支援するものでありまして、

本年度も同様の支援を行っております。事業費といたしましては、28漁業者分で26万

4,000円を見込んでおります。 

 次に、２番、港湾使用支援事業でありますが、こちらは漁業者及び漁業協同組合が負

担する港湾使用料相当額を支援するものであり、本年度は使用料の免除ということで実

施しておりますが、次年度につきましてはその相当分ということで支援したいというふ

うに考えております。事業費といたしましては、122漁業者及び１漁業協同組合分で380

万7,000円を見込んでおります。 

 次に、３番、漁業者経営支援事業でありますが、こちらは将来的な備えを含めて漁業

操業に係る燃料、その他の費用の一部として漁船規模に応じて定額を支援するものであ

ります。漁船規模の基準につきましては、漁港利用料及び港湾使用料の区分を参考に設

定いたしまして、事業費といたしましては130漁業者分で1,768万円を見込んでおります。 

 次に、農業関係になりますが、４番、農業者経営支援事業でありますが、将来的な備

えを含めて営農に係る種苗、肥料等の資材費の一部として定額を支援するものでありま

す。事業費といたしましては、95農業者分で2,375万円を見込んでおります。 

 最後に、５番、スマート農業推進事業でありますが、農業者の所得の維持、向上等の

ため、省力化及び効率化による低コスト化への取組ということで、農業機械の自動走行

等のためのＲＴＫ基地局を整備する事業に対し支援するというものであります。事業費

といたしましては、95農業者が対象となりますが、補助対象といたしましては農協とな

りまして、１農業協同組合で409万6,000円を見込んでおります。 

 農林水産課分については以上であります。 

 

飯作社会教育課長 13:38～13:40 

 それでは、私から資料の６番と７番、２つにつきまして、施設の感染防止対策事業と

いうことでご説明をさせていただきます。 

 まず、６番でございますが、中央公民館の大ホールの客席に抗ウイルス、抗菌効果の

ある専用液を塗布することでウイルスの不活性化を促し、感染症拡大防止を図るもので

ございまして、特に布地張りである客席の消毒対策にはなかなか苦慮するところでござ

いまして、１回の実施でおおむね５年間は効果が持続するということから、感染防止対

策を図ってまいりたいと考えております。積算につきましては、大ホール１階客席330

席、２階客席150席の合計480席にそれぞれの薬剤塗布を行いまして、必要な経費を合わ

せまして合計で132万1,650円となるものでございます。 

 次に、７番、中央公民館空調機器加湿器整備事業でございますが、中央公民館大ホー
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ルの空調機器につきましては設置から30年が経過し、かなりの老朽化が進んでおり、更

新整備も必要なことから、その加湿器の一部を水スプレー式から加湿効率の高い気化式

に機能向上させることにより、湿度を一定に保ち、ウイルスの活性化を抑え、感染症拡

大防止を図るものでございます。積算の費用としましては、気化式加湿器の更新事業一

式ということでございまして、合計で132万円となるものでございます。 

 以上でございます。 

 

鈴木健康支援課長 13:40～13:42 

 それでは、私のほうからナンバー８番と９番についてご説明を申し上げます。 

 まず、８番ですけれども、施設等感染防止対策事業ということで、括弧の後です。留

萌中央地域となっていますけれども、中部地域の間違いでありますので、大変申し訳あ

りませんが、訂正をお願いをいたします。留萌中部地域子ども発達支援センター分であ

ります。事業の目的でありますけれども、児童発達支援施設等における感染予防対策と

いうことで、定期的な室内換気及び衛生環境を保つために網戸を全ての窓に設置すると

いう事業であります。窓につきましては11か所で、予算が27万8,000円を総事業費として

計上させていただいております。 

 次、９番ですけれども、公共的空間安全・安心確保事業ということで、これはサーモ

マネジャー、いわゆる非接触型の表面温度を測る機械を健康センターと天売、焼尻に１

台ずつ、合計３台を購入して、健診時の温度を計測するですとか、そういうものに活用

したいという事業であります。３か所分で、１台が７万9,800円の予算で、３台合計しま

して26万4,000円の予算を今回計上させていただいております。 

 以上です。 

 

高橋商工観光課長 13:42～13:48 

 それでは、私のほうからナンバー10からナンバー15までの６事業についてご説明申し

上げます。 

 初めに、ナンバー10、施設等感染防止対策事業についてでありますが、コロナ感染防

止策として、観光施設、いきいき交流センター及びバラ園において利用者の接触機会を

減らすための設備改修を行うものであります。内容につきましては、利用者の接触機会

を減らすため、観光施設にあります手洗い水栓を非接触水栓に改修するものであります。

改修箇所は、バラ園トイレ６か所、いきいき交流センターの浴場、脱衣室で13か所、各

階共同トイレ17か所、計36か所の手洗い水栓を自動式に改修するもので、それらに係る

改修経費一式といたしまして386万7,000円を見込んでおります。 

 次に、11番、指定管理者事業継続支援事業についてでありますが、新型コロナ感染症

の感染拡大の影響による経済活動の収縮等に伴い、町内唯一の温泉施設でありますいき
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いき交流センターにおいても施設利用料金等の減が見込まれ、当該施設の管理運営にも

影響が出ることが想定され、安定的、持続的な公共サービスの提供を図るため、指定管

理事業者に対し支援するものであります。内容につきましては、令和３年３月から令和

４年１月までの収支の前々期との差額の70％を3,000万円を上限として支援するもので、

いきいき交流センターの指定管理事業者を対象として、事業費3,000万を見込んでおりま

す。 

 次に、12番、飲食・小売業等事業継続支援事業についてでありますが、新型コロナ感

染症の感染拡大の影響による経済活動の収縮や会食等の自粛などに伴い影響を受けてお

ります飲食業、小売業ほか、町内の事業者に対し、固定経費の一部を支援することで事

業の継続を支援するものであります。内容につきましては、町内の飲食、小売業等の事

業者に対し、事業継続を支援するため、事業費として支払った３か月間の固定経費等の

20％以内を５万円を上限として支援するものであります。事業対象といたしましては町

内の飲食、小売業など140事業者を想定し、700万円を見込んでおります。 

 次に、13番、飲食業等事業継続支援事業についてでありますが、新型コロナ感染症の

感染拡大の影響による経済活動の収縮や会食等の自粛などに伴い影響を受けております

飲食業等の事業者に対し、事業の継続を支援するための支援金を支給するものでありま

す。内容につきましては、コロナ感染症拡大により影響を受けている町内飲食業等事業

者に対し事業の継続を支援するため、町内の飲食業等の54事業者に対し20万円の事業継

続支援金を支給するもので、事業費として1,080万円を見込んでおります。 

 次に、14番、離島クーポン券事業についてでありますが、新型コロナ感染症の感染拡

大の影響による経済活動の収縮や移動制限、自粛要請等に伴い離島経済に甚大な影響を

受けていることから、離島専用のクーポンにより離島経済の活性化を図るためのもので

あります。内容につきましては、これから迎える観光時期において離島内で使用できる

プレミアムつきのクーポン券として3,000円のクーポン券を1,000セット作成し、離島に

訪れる観光客などに１セット当たり1,000円で販売し、離島内で消費してもらうことによ

り離島経済の活性化につなげていきたいと考えております。事業総額につきましては273

万8,000円を想定しております。クーポンにつきましては、離島観光案内所での販売を予

定しており、島外から訪れる観光客などを対象と考えております。なお、実施時期など

につきましては、今後のコロナ感染拡大の状況を見ながら、観光協会各支部とも十分に

協議した上で進めていきたいと考えております。 

 最後に、15番、販売促進支援事業についてでありますが、新型コロナ感染症の感染拡

大の影響により人の往来が制限され、町内の特産品等売行きが伸びない状況にあること

から、通信販売など地方発送による販売を促進するため、通信販売等に係る設備費や送

料等を支援することで町内特産物などの販売促進を図るためのものであります。内容と

いたしましては、通信販売専用の商品開発や通信販売をするための設備費及び令和３年
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４月から令和３年12月までの通信販売での送料について設備費、送料それぞれ10万円を

上限として支援するものであります。町内の小売等事業者を対象として開発等設備費で

約20事業者、送料で50事業者を想定し、事業総額といたしまして700万円を見込んでおり

ます。 

 以上です。 

 

敦賀総務課長 13:48～13:53 

 それでは、総務課のほうの部分ということで16から18までの内容につきましてご説明

させていただきます。 

 まず、16番の避難所等感染防止対策事業ということで、これにつきましては引き続き

避難所における感染予防対策資機材の備蓄を行うものでございます。交付金を充当する

経費内容としましては、消耗品費が199万8,000円、備品購入費が332万3,000円、輸送費

が１万円、総事業費が533万1,000円となっております。積算根拠といたしましては、ま

ず消耗品ですが、飛沫防止用ビニールや除菌用ウエットティッシュ、あと消毒液という

ことで、消毒液は５年保存可能のものを備蓄用として用意するものでございます。あと、

避難所用折り畳みマットということで80枚ですが、これにつきましては避難所における

感染症対策として土足厳禁とするため、既存のじゅうたんでは足りないということでご

ざいますので、保温性も期待できるアルミマット、16メーター掛ける95センチの物を80

枚購入をして離島地区と分散したいというふうに考えております。あと、その他感染症

対策用消耗品ということで、ハンドソープだとかペーパータオル類も引き続き備蓄をし

ていくということで20万円程度を計画させていただいております。続いて、備品ですが、

ハンディー型ＡＩサーマルカメラ３基ですが、これにつきましては１メートルから1.5

メートル程度離れた状態でサーモグラフィー表示で体温検知するものを３基購入し、ソ

ーシャルディスタンスを確保しながら避難所の受付などで活用したいというふうに考え

ております。続いて、ベルトパーティション10基は、避難をしてきた方の交通整理をす

るための仕切り用として購入をするものでございます。続いて、感染対策用ワンタッチ

テント２張りは、感染対策といたしまして、例えば入り口前で受付などを行うときに大

型で扱いやすい多目的テントを購入するものでございます。続いて、ワンタッチパーテ

ィション50張りは、今年度段ボールパーティションを購入しておりますが、この段ボー

ルパーティションも何度か使用していくと接合部分も弱くなっていくということですの

で、今回計画するナイロン製のものと併用をしていきたいというふうに考えております。

続いて、ワンタッチプライベートドーム４張りは、引き続き感染者隔離用等ということ

でテントを購入していきたいというふうに考えております。 

 続いて、17番の公共的空間等安全・安心確保事業でございます。これにつきましては、

手、指からの感染防止対策を徹底するため、ポンプ部に触れずに液を噴射できる足踏み
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式の台を各施設に設置をするものです。その他、引き続き感染防止するための消耗品や

備品を購入するものでございます。交付金を充当する経費内容としましては、消耗品が

36万、備品購入費が94万8,000円、総事業費が130万8,000円となっております。積算根拠

ですが、今年度に引き続きまして消毒液やハンドソープ、ハイター、モップ、ほうき、

その他衛生清掃用品を購入いたします。備品につきましては、業務用扇風機ということ

でスタンド型の送風機を10台と消毒液スタンドということで、前回の委員会でもご指摘

を受けておりました足踏み式のものがちょっと納入が間に合わなかったということで、

見送りしたものを今回の計画で各施設に設置をして配置をしていきたいというふうに考

えております。それが43台という形になります。 

 続いて、18番の社会システム維持のための衛生確保事業でございます。これにつきま

しては、北留萌消防組合消防署救急隊員等への感染防止のため、防護服などを購入する

ための購入費分を負担金として支出するものでございます。交付金を充当する経費の内

容としましては、消耗品費が30万ということで、積算根拠としましては感染防止衣、サ

ージカルマスク、グローブということでゴム手袋、あとＮ95マスク、次亜塩素酸、クロ

ルヘキシジン、これも殺菌薬というふうに聞いています。あと、消毒用アルコール、ウ

エットシートなどを購入する費用となっております。 

 総務課につきましては以上でございます。 

 

宮崎町民課長 13:53～13:58 

 それでは、私のほうから２つの事業についてご説明いたします。 

 まず、ナンバー19のバス運行支援事業でございますが、町内のバス事業者においても

依然として厳しい状況でございまして、事業者全体での運賃収入につきましては昨年３

月から本年１月までの実績で前年の同じ時期との比較で約４割の減少となっております。

こうした状況につきましては当面続くことが予想されているところでございまして、こ

のような状況の中にあっても事業者の独自の採算で運行している都市間バス、特急はぼ

ろ号並びに貸切りバスに関する経費の一部につきまして補助金として事業者に支援をす

ることで住民の交通手段の維持、確保を図りたいというふうに考えております。それで、

支援の内容につきましては、これまでにバス事業者に支援した内容を網羅した形となっ

ておりまして、積算根拠として３点記載をしております。１点目は都市間バスの運行に

係る燃料費ということで１便当たり7,000円、２点目につきましては感染防止対策費とし

て１便当たり3,000円ということで、それぞれ運行実績に応じて月ごとに支払いをしてい

きたいということで考えております。なお、対象便数につきましては、１日当たり上下

各３便を限度としまして、これを年間で積み上げました2,190便ということで見込んでお

ります。最後に、３点目につきましては車両の維持管理費としまして１台当たり５万円

を月ごとに支払うもので、車両の内訳としましては今年度と同様に都市間バスは12台、
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貸切りバスは３台の計15台を見込んでおります。事業期間につきましては本年４月から

来年３月までということで、総事業費につきましては3,090万円を見込んでおります。 

 次に、ナンバー20のハイヤー運行支援事業でございますけれども、ハイヤー事業者に

つきましても依然として厳しい状況となっておりまして、これまでも町内の事業者２社

に対して支援を行っておりますけれども、今後も厳しい状況が見込まれるため、次年度

においても支援を行いまして、住民の交通手段の維持、確保を図っていきたいというふ

うに考えております。積算根拠につきましては、これまでに実施した内容と同様に事業

者が所有している車両、２社合わせて６台を対象としまして、１台につき20万円を補助

金として交付したいというふうに考えております。事業期間につきましては本年４月か

ら６月まで、総事業費につきましては120万円を見込んでおります。 

 以上です。 

 

木村福祉課長 13:58～14:00 

 それでは、福祉課部門ということでナンバー21と22について説明いたします。 

 まず、21番の子育て支援応援金給付事業でございますが、これは今年度の１月31日ま

で同様の事業を実施しておりますが、現在の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みま

して、それ以降も継続して令和４年３月31日までに出生した新生児まで対象期間を延長

するものであります。予算の積算でございますが、令和３年度４月からの１年間の出産

想定を35名想定しておりまして、10万円掛ける35の350万円を見込んでおります。 

 次に、22番の準要保護世帯臨時特別支援費支給事業でございますが、こちらにつきま

しても今年度実施しておりますが、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

学校が臨時休業した場合に準要保護世帯に給食費相当額を支給するものであります。積

算でございますが、おおむね１か月程度を現在積算しておりまして、小中合わせまして

62名分を対象とし、１か月を20日と積算しまして、合計は35万8,000円を見込んでいると

ころであります。 

 以上であります。 

 

村田委員長 

 ありがとうございました。これで各課からの事業内容の説明が全て終わりましたので、

質疑応答に入りたいと思います。質疑のある方はお願いします。 

 

－１の主な協議内容等（質疑）－ 14:00～16:26 

 

阿部委員   私のほうからは、ナンバー３の漁業者経営支援事業とナンバー４の農業

者経営支援事業のほうをまずお聞きしたいと思うのですけれども、先ほ
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ど課長のほうからも漁業、農業、コロナウイルス等の影響があって低迷

しているといったご説明ありましたけれども、今回漁業者のほうに対し

ては漁船の大きさに応じて、一番大きい船でいけば20万円、農業につい

ては95の農業者に対して一律25万円の支援といった説明ありましたけれ

ども、まずはこの金額にした理由、支援金の理由というのはどういった

理由、その数字どういった感じで考えて、特に農業の部分の25万円とい

う部分、どういった形で出したのか、まずお聞きしたいと思います。 

 

伊藤課長   阿部委員のほうから漁業と農業というところで積算した根拠というとこ

ろでありますが、例えば農業25万円という部分につきまして特段単価が

幾らでというような根拠があるというものではありません。漁業につき

ましても、漁船規模という部分では説明させていただいたとおり、港湾

使用料等の基準等を参考に区分けはしておりますが、それぞれの単価に

ついて幾らという部分の明確なものがあるというわけではありません。

今回町として交付されている交付金等を当課としても考えた中で、これ

までの水産業、漁業のほうに支援していた金額ですとか、農業につきま

しては本年については利子補給の部分140万円程度ですか、その程度しか

支援できていないというところもありまして、いろいろ町の予算枠等も

考えた中で、全体的に当課としてこれくらいでまずいけないかなという

ことで要望させていただいて、最終的に町全体の中でも配分された中で

当課の要望どおり今のところはついたということで、記載のとおりの金

額ということになっております。 

 

阿部委員   その根拠としては特段ないということですけれども、農業についてはこ

れまで利子補給だけでしたか、そういった部分もあるのでということで

しょうけれども、後で出てきますけれども、飲食店については一番初め

が20万円、次が10万円といった形でしたので、農業をやられている方に

対しての支援というのは反対ではないのですけれども、どうしてももら

う額によって差があってしまうと、例えば農業は25万円だけれども、商

工業、飲食店等に対しては20万円という、そこの差が出てしまうとどう

しても不公平感が生まれるのではないか、そういった声もどうしても聞

こえてくるのではないかなという、ちょっと心配もあるのですけれども、

その辺はどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 
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伊藤課長   阿部委員ご指摘のあった部分でいきますと、今年度というところで見ま

すと漁業、農業、あとは商工関係で単価を見比べますと、農業の25万円

というのは確かに高く見えるというところにはなるのかもしれませんが、

これまでの支援というところで考えますと、農業に関しては先ほどから

申し上げているとおり、影響が全くなかったわけではない中で、商工関

係の影響等が大きいということで、農業の支援の部分については当課と

しても上げるのを抑えていたというか、そういう部分でありますので、

これまでの支援を考えると商業関係、漁業関係、相当額の支援をされて

おりますので、今回の25万円については決して高いというふうには考え

ておりませんので、不公平感が生まれるというふうには当課としては考

えていないという状況であります。 

 

阿部委員   課長の言う部分は理解はできますけれども、決して農業のほうをどうの

こうのということではないのですけれども、飲食店に最初出したときに

20万円出したときに、10万円が感染防止対策、もう10万円が売上げが減

ったときのための支援金という、分けた形でたしか出していたと思うの

です。それ合わせて20万円。今回農業の部分は25万円、丸々売上げ減と

かに対しての部分になるのかなと思いますけれども、そういった部分も

ちゃんとした理由というのをつけておかないと、農業は感染防止対策っ

てどういったことをしていたのだろうという声も出てしまうとちょっと

難しい部分もあると思うので、その辺は担当課としてはどのように説明

するのかどうなのか、お願いします。 

 

伊藤課長   お答えいたします。確かに商工関係の20万につきましては、感染防止対

策と経営支援的な部分ということで半分半分の10万円ということで支援

はしていたということでありますが、農業と商業の経営体という部分で

そもそもの運営の仕方というか、違ってくるので、商工関係の方につき

ましてはお客様が来られて商売が成り立つというところが多分基本にな

るのかなというふうに思っています。そういった意味では、感染対策、

経営支援という部分で両立していかなければなかなか経営という部分で

難しいのかなとは思うのですが、農業がまるっきり感染防止対策をしな

くていいということではないとは思いますが、ただ農業という部分で個

人経営ですとか少人数で経営されている部分とかということを考えます
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と、感染防止対策費用で幾らという支援よりは、総体的な支援というこ

とで一括して経営支援的な部分で支援しても、そこについては商工と農

業ということで経営の仕方が違うので、そういう区分けをしないからと

いってさほど問題があるというふうには考えてはおりません。 

 

阿部委員   課長のは理解はします。今の考えを、どうしても先ほどの繰り返しにも

なりますけれども、不公平感がないのですよというのを支援金をもらう

側、これによって漁業、農業、商工業、全ての産業に当たるわけですか

ら、その辺不公平感がないのですよというのもしっかりと知らせてもら

えるような形をぜひともつくっていただきたいと思いますので、まずそ

ちらのほうでよろしくお願いします。 

もうちょっと続けます。次に、ナンバー12です。飲食・小売業等事業継

続支援事業の部分なのですけれども、まず対象事業者が140事業者という

ことですけれども、どこまでの範囲、飲食店と併せてどこまでの業種に

なるのか、その辺の範囲というものを教えていただきたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。こちらでいう140事業者につきましては、飲食店と小

売業などということで、大型店、コンビニは除くのですが、それ以外で

拾えるところは拾っていきたいなということで140事業者を一応チョイ

スしております。 

 

阿部委員   小売ということで、大型やコンビニ以外ということですけれども、以前

課長のほうにもいろいろと話をさせていただいた部分もありますけれど

も、例えばクリーニング屋さんであったり、そういったところは宴会が

なくなることによってテーブルクロスとか、外にそういった宴会に出な

いことによってスーツやワイシャツとかの出すのが減ってきている。た

だ、クリーニングはたしかサービス業になるので、そういった部分も含

めてとか、ほかの業種も例えば床屋さんなんかもかなりいろいろと感染

防止対策を行って経営している。どうしても感染防止対策をするからい

ろいろな経費もかかるという部分があるのですけれども、そういったサ

ービス業とかも含めているのかどうなのか、その辺もお聞きしたいと思

います。 
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高橋課長   お答えいたします。今現在の想定では、委員言われたようにサービス業

等も含んでできるだけ多くの業種ということで考えております。 

 

阿部委員   課長からはそういった幅広い業種ということですけれども、先ほど一次

産業のほうにもちょっと触れましたけれども、どの業種においても厳し

くはなってきていると思うのです。小売、サービス以外という部分は考

えなかったのかどうなのか、その辺お聞きしたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。現在選定というか、算出の中でチョイスしている部

分に関しましては、宴会に直接もしくは間接的に影響しているところと

いうところで140事業者を選ばせていただいております。先ほど委員言っ

たとおり、クリーニング等についてももちろん拾っておりますし、これ

まで国からも道からも支援がないという部分の理美容についても今回は

対象として拾わせていただいております。 

 

阿部委員   そういった部分も拾ったということですけれども、僕が言いたかったの

は、例えば製造業であったり、自分が言うのはちょっとあれなのですけ

れども、例えば建築関係でも少なからず影響を受けているところは影響

を受けていますので、当然影響を受けたところというのは国の持続化給

付金を建築業者さんでも使ったということも聞いていますし、国の融資

制度等も、あれについてはたしか売上げが15％減ったらというので、当

然売上げが減っている業種も探っていけば分かるとは思いますので、全

てが全てというとどうしても限られた予算の中で難しいのかもしれない

ですけれども、どこかでそういった部分も拾っていただきたいと思いま

すけれども、その辺についてはどのようにお考えかお聞きします。 

 

高橋課長   お答えいたします。今回に関しましては、小売業等を中心に考えており

まして、年前から言われているように、酒屋さんであったりなんなりと

いうところで今まで拾えなかった部分についてできる限り拾っていきた

いなということで飲食、小売業等ということで拾わせていただいており

ます。その他の事業に関しましても、今後国の交付金等々どういうもの

が出てくるか分かりませんが、それに併せた格好でほかの業種に関して

も検討はしていきたいなと思っております。 
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阿部委員   ぜひどういった現状かというのを見ながら今後考えていただきたいと思

います。もう一つ、このナンバー12なのですけれども、上限が５万円と

いうことですが、これについては特に条件なく、例えば売上げが何％減

っているところだけですよとか、そういった条件はなく支援してもらえ

るものなのかどうなのか、その辺もお願いします。 

 

高橋課長   お答えいたします。現在想定しているのは、あくまでも今まで営業して

いた方ということで、固定経費の一部を支援することによって今後も事

業継続してくださいということでの支援金として考えております。です

から、売上げが何％落ちたという部分よりも、今まで実際に営業してく

ださっていたというところで固定費の何％という設定をさせていただい

ております。 

 

阿部委員   分かりました。次のナンバー14の離島クーポン券事業のほうでちょっと

質問させていただきたいと思うのですけれども、まず販売対象が離島に

訪れた観光客ということですので、これについては一般のそこに住んで

いる島民の方ではなくて、あくまでも観光客ということでよろしいのか

どうかお聞きしたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。今想定しているのが島外から訪れる観光客などとい

うことで、島外の方を対象に考えております。 

 

阿部委員   島外ということですので、仕事で来る、羽幌から仕事で行くのも、そう

いった部分も対象になるか、その辺はどうなのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。今後のコロナの状況がどうなるか分かりませんが、

昨年を見ても観光客というよりも事業者のほうが多かった部分もありま

すので、この事業に関しましては離島の経済の活性化という部分で、ど

れだけ入ってきた人が離島で使っていただけるかというところで考えて

おりますので、今後観光協会の各支部との協議によって運用の仕方も少

し考えなければいけないのかなとは思っておりますが、今現在では島外

から訪れる観光客などということで設定しております。 
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阿部委員   観光客ということですので、ちゃんと観光で来ましたよという何か証明

するものを見せるのか、その辺どうするのですか。しっかりと観光客、

島外の人間ですというふうに分かるように何かしてもらうようにするの

か、その辺はどのようにお考えかお聞きします。 

 

高橋課長   現時点では、購入するときに氏名、住所等の確認をさせていただくとい

うことで考えております。 

 

阿部委員   それをすることによってしっかりと事業の目的というのを達成しようと。

でしょうけれども、あともう一つ気になっているのが、前回宿泊クーポ

ンを出した際に、そのときに販売手数料500円というのは僕としてもいか

がなものかということで質問させてもらいましたけれども、また今回こ

の販売手数料500円ということで、これは観光案内所のほうに支払われる

と思うのですけれども、その辺は販売手数料の部分は何か検討とかはし

なかったのかどうなのかお聞きしたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。これに関しましては、これを設定するときに前回の

宿泊者クーポンを参考にさせていただいておりますので、500円という手

数料になっております。前回は宿泊施設ということだったので、今回は

観光案内所ということで観光協会の各島にあります観光案内所での販売

を考えておりますので、まだ観光協会のほうとその辺については料金高

い、安いというのも詰めてはおりません。時期的なこともありますので、

その辺も含めて、当初としてこれだけの金額ということで見込ませてい

ただいておりますので、今後話合いにおいてこの金額が下がる、上がる、

上がることはないかと思いますけれども、下がるということもあり得る

と考えております。 

 

阿部委員   今後によってはもしかしたら手数料もないということも含めてというこ

とでよろしいのかどうか、お願いします。 

 

高橋課長   お答えいたします。手数料がないということは、多分観光協会に対して

お願いする部分で、ないということはないと思うのですけれども、500

円かどうかというのはまた今後の話合いという部分によると思います。 



15 

 

阿部委員   最後のナンバー15なのですけれども、販売促進支援事業ということで、

通信販売であったり地方発送、新たな商品開発に対して70事業者を想定

していますけれども、対象になる業者数というのは自分も考えればそん

なに多くないのかなとも思うのですけれども、現在何社ぐらいがこの制

度の対象となるのか、これからどのように70事業者まで増やそうとして

いるのか、その辺まずお聞きしたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。現状では10事業者あるかないかというところだとは

思います。それで、今ある商品からまた新たなものというものを開発す

るための開発費用でもいいですし、新たに通信販売をやりたいというと

ころがそれに係る経費でもいいですし、また現在やっている通信販売に

対する送料という部分も該当してくると想定しています。70にしている

のは、うちのほうの希望的な部分もありますが、地方発送できる商品を

売っているというところをまず拾わせていただいて、これぐらいにはな

っているのですが、すぐにということはちょっと難しいのかなとは思っ

ておりますが、ただ、今やっている事業者についても新しいものを開発

するのであれば該当していきますし、既に先ほども言ったようにやって

いる部分に関しては送料に関しては該当させるという方向で考えてはお

ります。 

 

阿部委員   新たにそういった通信販売等をやってくれるようなところが増えてくれ

ばいいのですけれども、なかなか難しいのかなと。実際自分も同じよう

な感じでやったことあるのですけれども、難しかったなという思いもあ

るので、なかなか難しさはあると思うのですけれども、上限としては10

万円ということですけれども、もう既に例えばそういった商品があって

通信販売をやられているところが新たに商品開発するとなったら、例え

ば１事業者で10万、10万、合計20万というふうにもらえるのかどうなの

か、その辺はどうなのでしょうか、お聞きします。 

 

高橋課長   お答えいたします。一番当初は１事業者10万という部分では考えていた

のですけれども、開発して、それを送るという中で10万で足りるのかと

いうのも課内では協議した部分がございます。それに対して、開発して、

それを売るということで各10万、10万を上限にということで今考えては
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おります。 

 

阿部委員   ということは、１事業者20万をもらえるということでよろしいのですよ

ね。 

 

高橋課長   開発等を行っていただけるのであれば、最大20万という考え方です。 

 

阿部委員   この部分、ナンバー15については、うまくいってそこが広がってくれば、

いろいろな分野にも影響してくると思います。例えばこういった支援事

業にのっかってやることによって、新たな企業振興というとあれですけ

れども、出てくるのかなとも思いますし、例えばそこで新しい商品が出

てくれば、ふるさと納税とか、そっちのほうにもいい影響というのもあ

ると思いますので、この辺そういった対象となりそうな事業者さんに対

してもしっかりと説明できる部分説明して、こういったことをやるので、

のっかってみませんかというような感じでぜひとも進めていただきたい

と思いますけれども、その辺どのようにお考えかお願いします。 

 

高橋課長   お答えいたします。私どもの考え方もそういう考え方でして、どんどん

増えていけばいいかなという考え方ではおります。このコロナ禍におい

て通信販売等々、他の市町村を見ても増えている状況にはありますので、

それを目指してということではないですが、今やっている事業者以上に

ほかの事業者もやってくれるようなことで説明していきたいなとは思っ

ております。 

 

金木委員   私も何点かお聞きしたいと思います。今出た中で12番の飲食、小売業等

に関わるのですが、この中で固定費等の20％以内というふうにうたって

います。商売をしている人であればこれとこれが関係するなというのは

ぴんとくるのかもしれませんが、固定費ということはどういう内容のも

のなのか、説明をいただきたいと思います。 

 

高橋課長   お答えいたします。固定費につきましては、各事業者それぞれあるとは

思うのですけれども、共通するのは事業として使っている光熱水費であ

ったり、何か機械のリース料であったりという部分があるとは思います。
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これに関しましては、各事業ばらばらなので、うちで確認ができる書類

として今求めようかなという考えではおります。 

 

金木委員   光熱費も含まれるということであれば、家賃なんかも入るのでしょうか。

ということであれば、大体おおむねほとんどの事業者は月５万円は超え

る、上限としている５万円以上になるのかなという感じもあるのですが、

うちはそんなに固定費ないので、せっかくこういう事業をつくってもら

っても、うちはもらえないというか、対象にならないのだというような

事業所はまずないという押さえでいいのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。そうならないように３か月という長い期間を持って

いるつもりなので、実際にやっている段階で５万ないよという部分であ

れば、また協議していきたいなとは思っております。 

 

金木委員   分かりました。次が20番ですか、ハイヤー運行支援事業、これは市街地

にある２社についてのことだということで分かったのですが、実態はよ

く分からないのですが、離島にも、ハイヤー業というのですか、離島の

ほうにもあると思うのです。もしかしたらないのかもしれませんが、離

島についてのハイヤー事業者と思われるところについてはどのように考

えていたのか、お願いします。 

 

宮崎課長   お答えいたします。一応対象というのは、これまでと同様に市街地区に

ある２社ということで考えておりまして、離島のハイヤー事業者の部分

につきましては私も認識していなかった部分も実はあったので、今の現

状として市街地区のみというところで考えております。 

 

金木委員   実際声を聞いているわけではないのですが、もうちょっと離島における

業者の実態も調べていただいて、もしも同じように観光客が減っていた

り利用者が減っているということで影響が出ているのであれば、何らか

の支援を検討すべきではないかなということを一言付け加えさせていた

だきます。 

続けて、21番の子育て応援、新生児の家庭に対する10万円の支援なので

すが、前回はこの事業組んでいただいたときには去年から今年の１月末
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まで生まれた人を対象にしていたはずです。今年度の２月、３月に生ま

れた人、継続してというふうに説明されたので、２月、３月も含めてな

のかなと思いますが、その辺はどのように対応されるのか。 

 

木村課長   お答えいたします。当然２月、３月、穴を空けるというか、２月、３月

はもらえないというのは不公平になりますので、この事業計画は４月以

降ですけれども、２月、３月分につきましても現在補正予算を組んでの

対応で継続して実施していく予定であります。 

 

村田委員長  暫時休憩します。 

 

（休憩 14:29～14:39） 

 

村田委員長  全員そろいましたので、ちょっと早いのですけれども、会議を再開した

いと思います。 

 

磯野委員   私のほうから、まず１番目と２番目と３番目の港湾の使用に関してです

けれども、前回は離島地区の漁港使用ということがあったのです。今回

港湾使用ということで122漁業者及び漁業協同組合というのが入ってき

たのですけれども、これはあくまでも漁業者だけなのか、港湾使用とな

るとフェリーも入ると思うのですけれども、その辺はどのようになった

のでしょうか。 

 

伊藤課長   お答えいたします。２番に記載しております港湾使用の支援事業の対象

につきましては、記載のとおり漁業者と漁業協同組合のみでありますの

で、フェリー会社のほうは入っておりません。 

 

磯野委員   フェリー会社についてもかなりこの使用料というのは高額になると思う

のですけれども、それはほかのほうで例えば補填とか、何かあったので

しょうか。 

 

大平課長   お答えいたします。本来であれば建設課長のほうからとなると思うので

すが、本日説明員として入っておりませんので、基本的には港湾という
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か、フェリー会社さんのほうにつきましては営業、事業活動を行った部

分の損失分につきましてはこれまでどおり国、道、町で負担いたします

ので、この部分、例えばここを町が負担したとしても減った分、言い方

があれですけれども、国と道のほうまで減ってしまいますので、これに

ついては応分に今までどおり負担したいというふうに考えております。 

 

磯野委員   ２番目の先ほどの説明の中で、122漁業者の港湾使用料に関して免除では

なく、支援するという形だったのですけれども、これは何か意味がある

のですか。要するに本来免除しておけばそれで全然お金が動かなくて済

むのですけれども、免除ではなくてある程度もらって、その分を払うと

いうことなのですか。 

 

伊藤課長   お答えいたします。本年行いました港湾使用の免除につきましては、建

設課の所管ということで、漁業者等が大変だということで、計画等にの

せない中で取りあえず免除ということで実施してはおります。ただ、そ

ういうふうになりますと収入の減だけということになりますので、本年

新たにこういう交付金でまたできるということで町村のほうに交付され

るわけでありますので、できるだけ町村の負担も少なくする中にあって

は、相当額ということで支援することでこの交付金事業にのれるという

ことになりますので、今回は農林水産課として漁業者と漁業協同組合に

対して港湾使用料相当分ということで支援したいということで計画した

ものであります。 

 

磯野委員   ３番目の漁業者の経営支援なのですけれども、燃料費、その他の費用と

いうことで130漁業者があるのですけれども、これはトン数が書いてある

のですけれども、これは例えば大きいチャッカと言われるものから和船

も全部、全て含めるという意味なのかということが１つと、もう一つは、

例えば２隻持っている人は要するに高いほうのやつをという、そういう

ことなのか、ちょっと確認したい。 

 

伊藤課長   お答えいたします。この130漁業者につきましては、港湾使用と、あと漁

港の利用料の算定されている船を対象にまず記載しておりますので、実

際動いていく中で既に廃船される部分ですとか、新たに新造される部分
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とかが出てきて若干変わる部分はあるのかとは思うのですが、基本的な

考えといたしましては小さいものから大きいもの、全て対象としており

ますし、あと複数隻所有している方につきましては一番大きい船という

ことの１隻を基準に当てはめて支援したいというふうに考えております。 

 

磯野委員   次に、12番の飲食店の関係だったのですけれども、先ほども質問等があ

りましたけれども、まず固定経費の部分で先ほど質問ありましたけれど

も、従前から店を開けていると固定経費が大きいということは重々私た

ちも聞いてはいる中で、今回３か月で５万だったのですけれども、例え

ば６か月10万という、そういう検討はなされなかったのですか。 

 

高橋課長   お答えいたします。ほかの飲食等には10万という部分で渡している部分

があるのですけれども、それから比べると事業者数的にもかなり多くな

るだろうということで、金額５万に設定した中でできる限り拾っていき

たいということでの考え方で５万としております。 

 

磯野委員   もちろん５万でもありがたいのですけれども、これからコロナの影響見

たときに、もう少し延ばして、できるのであれば６か月10万ぐらいにし

ていただきたいなというのがありますので、ぜひその辺は検討してくだ

さい。それから、さっきの答弁の中で40事業者の中にサービス業も含む

とあったのですけれども、ということは例えば旅館業も含むというふう

に考えるのですか。 

 

高橋課長   お答えいたします。今現時点での押さえ方につきましては、旅館業等は

除いている格好にはなっております。 

 

磯野委員   もう一点、離島クーポンに関して、昨年も大変好評でよかったと思って、

また計画していただいて大変ありがたいと思っているのですけれども、

ただ前回は3,000円のクーポン券を2,500セット販売したはずなのです。

今回1,000セットにしたのは何か理由があるのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。前回の宿泊者クーポンに関しまして2,500セット全て

完売しているのですが、それが島で利用というか、島で販売した部分に
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関しまして約1,000セットということで実績がございますので、一応今回

に関しましては1,000セットということで設定させていただいておりま

す。 

 

磯野委員   それと、もう一点、先ほども質問の中にあったのですが、販売として離

島観光案内所ということだったのですけれども、前回は旅館等でも販売

したのですけれども、これは両島の離島観光案内所という、そこだけと

いう捉え方なのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。それぞれの離島観光案内所を今予定しております。 

 

磯野委員   前回も私は実は羽幌の観光案内所でも出したほうがいいのではないか、

観光案内所でいいのでないかというふうな意見は持っていたのですけれ

ども、そこで一番懸念したのが、例えば観光案内所で離島でやるとする

と、まず着いたときにほとんど旅館に入ってしまって、帰りにそこで受

けたとするとフェリーで使ってしまう。そうすると全く離島に落ちない

という懸念があるのですけれども、これフェリーでは使えるのですか。 

 

高橋課長   お答えいたします。離島の帰りの船は使えるという想定にはしておりま

す。 

 

磯野委員   あそこの観光案内所で売ったとして、例えばお客さんが来てフェリーか

ら降りれば、ほとんど仕事の人は仕事場へ行く、観光客の場合はほとん

ど旅館の車待っていますから、行ってしまうのだと思うのです。そうす

ると、そこで来たときに買って、旅館で使おうかだとか、売店で使おう

かということはなかなか難しいのでないかと思うのです。では、いつ買

うのかというと、帰るときに買います。帰るときに買って、どこで使う

のとなったら、もう既に旅館代払っているので、フェリーで使ってしま

うということになると、せっかく離島の消費活性化するのに全部フェリ

ーに落ちてしまうという懸念があるのですけれども、その辺はどのよう

な検討されたのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。一応昨年は宿泊者限定ということで、宿泊施設で販
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売していただいているのですが、そうなるとキャンプ客であったり、そ

の他ほかのお客さんでは買えないという状況がございました。それもあ

りましたので、船から降りて一番先にというか、降りてすぐある場所と

いうことで観光案内所がいいのではないかということで検討はしており

ます。 

 

磯野委員   何度もしつこいようですけれども、できるだけ離島で使ってもらうため

には、案内所だけというのはちょっと私もどうかなとは思うので、まだ

まだやるまでに時間がありますので、その辺は離島の観光協会とも、そ

れから事業者とも話し合って検討いただければと思います。以上です。 

 

工藤委員   私からは、何度か今までの委員会でも話していましたけれども、プレミ

アム商品券をぜひやっていただきたいと思います。何度か話しておりま

すけれども、プレミアム商品券、例えば30％のプレミアにしたときに１

万円の券が１万3,000円分あるということで、町の持ち出しが3,000円掛

ける、例えばこれは仮定ですけれども、6,000組用意したとすると1,800

万。町の持ち出し1,800万で、お店で商品券使うことになれば合計7,800

万になります。当然商品券よりも多い金額を買うことになりますから、

実際の売上げはこれよりもっと増えます。せっかくの国の支援金であり

ますから、この支援金の額をより多く町の経済のために波及させるとい

うことの観点から考えると、こういうプレミアム商品券をやることは非

常に重要でないかなと僕は思うのですけれども、この辺は今現在では考

える余地はないのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。プレミアム商品券につきましては、以前から再三言

われている部分ありまして、うちのほうでも検討はしているのですが、

昨年３回ぐらいのクーポンやった中でクーポンのほうが使いやすいとい

う声もありまして、クーポンを続けていたところであります。それは、

広く浅く多くの方が利用できるということでクーポン券ということで今

まで進めておりました。今回もクーポン券も考えたのですが、それより

も先にということで今回出させてもらった事業のほうを優先させてもら

ったということでご理解いただきたいと思います。 
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工藤委員   せっかくの委員会でありますから、私たち委員の意見も少しそれに入れ

ていって、後々経済効果があるものはやっていくべきだと僕は思います。

こうやっていろんな部分で支援されるのは結構なことだと思うのですけ

れども、商売につながっていく部分を考えながらやっていかないと、た

だもらって、その人の思いだけで使う、あるいは余裕のある人は使わな

いでためておくということになりますから、商品券をもらうと必ず町内

の商店に行き渡っていきますから、経済効果は抜群にあると思います。

この辺のところをよく考えて実施していってもらえればいいなと僕は思

います。その辺もうちょっと行政側で検討していただきたいと思います

が、いかがですか。 

 

高橋課長   お答えいたします。その辺に関しましては、商工会とも協議しながら進

めていきたいなとは思っております。 

 

工藤委員   やり方については、商工会の職員の方は過去に何度もやっていますので、

十分分かっていると思いますので、その辺きちんと打合せして、羽幌町

にとってどういうことがいいのかという考えに立ってやってもらいたい

と思います。 

それから、12番と13番です。ちょっと質問します。この小売店という部

分なのですけれども、天売、焼尻はこの中に入っているのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。小売業等に関しましては、離島を含めた中で考えて

おります。 

 

逢坂委員   それでは、私から、一応今回頂いた計画案をざっくり拝見をして、説明

も受けました。ただいま工藤委員からプレミアム商品券ということでお

話があったのですが、私の言いたい部分については、一次、二次で行っ

た、先ほど担当課長からお話も若干あったのですが、クーポン券の実施、

全町民に対する。これが計画案には今回のっていないと。一次、二次の

ときの説明の中では大変いいものだと、経済効果もあると、使い勝手も

いいということで、いろんな町民から私もお話を聞くと、平等で、なお

かつ公平なものであると。これ言うとあれなのですけれども、コロナ禍

の中で約１年ちょっと、皆さんマスク、消毒液あるいはうがい薬、ある
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いは巣籠もりの中で大変な目に遭っている。今もそういう現状です。私

は、今は平時でなくて、国で言っている有事だと思っています。その中

でまず１点目、今回、一般町民に対する一次、二次で行ったクーポン券

というのがどう評価されて、なぜ今回上げなかったのか、その理由をお

聞きします。 

 

高橋課長   お答えいたします。一番当初につきましてはクーポンということでまた

次年度以降考えたのですけれども、ほかの事業とのバランスも考えて、

今回に関しましては時期を見てまたクーポンにつきましては提出してい

こうということで、一度上げたのですけれども、下ろしたという経緯が

ございます。クーポンに関しましては、時期を見てやっていこうかなと

いうことで、完全にやめたということではないということでご理解くだ

さい。 

 

逢坂委員   やめたということはないという意味が分からないのです。なぜここの計

画案にのせないのかと、普通町民は不思議がります。いつやるのですか、

それもまだはっきり決まっていないと思う、答弁の中では。そういうも

のは、きちっと例えば計画として上げて町民に示すべきだと私は思うの

ですよ、やるのであれば。その辺どうですか。 

 

大平課長   私のほうから答弁させていただきたいのですけれども、先ほど担当課長、

商工観光課長からもお話ありましたけれども、所管課としてはもう一回

やってはどうかという形で、全庁的な打ち合わせするときには上がって

いたものであります。ただ、今回金額もまず１億3,000万という形で限ら

れた金額で来ております。その中でどこまで、どういうところまでを支

援できるかという部分考えたときに、確かに一次、二次の交付金のとき

に３回クーポン券させていただいて、多くの方々に利用していただいて、

先ほど委員もおっしゃられたとおり、町の方々喜んでいただいたという

ふうには思っております。ただ、どうしても、クーポンを行って広く浅

くは行っているのですけれども、届かない、本当に困っているのだけれ

ども、なかなかそこにもクーポン使って行っていただけない、そういう

部分もありますので、今回については広くということよりも、どうして

も届いていないところに集中的に支援をしたほうがいいのではないかと
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いう形で、今回限られた金額の中でこの22件を当初の予定という形で上

げさせていただいております。先ほど商工観光課長のほうからやめたわ

けではないということもあるのですけれども、現時点では交付金自体、

この金額で本年度中、この後また追加が来るかどうかというのも分かり

ませんので、そういうのがあったときには、クーポンなのか、プレミア

ムなのか、そういうのはあるかもしれませんけれども、そういうふうに

追加があったときについてはまたその交付金を活用してという部分では

案として出るということもあるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 

逢坂委員   全く私それは理解できないです。国の方針見ていますか、国の方針は、

見ているから一々言わないですけれども、大きく３つあるのです。経済

を回すということも入っていますし、好循環を支える。であれば、全町

民に効果があったわけですから、一次、二次でやって、私は入れるべき

だと思います。何で三次で入れないのですか。四次なんてないという話

ですよ。これははっきり言えませんけれども、ある筋から聞いたところ

によると四次は特別なことがない限りはないということも聞いています。

であれば、三次でこれを町民に、１億3,000万、これだけの金額あるので

す。これで金額少ないからできないとかいう問題では僕はないと思うの

です。どうして１億3,000万が少ないのか、全く理解できません。私は、

一次、二次でやって、町の中の循環、買物もやれる、いろんな意味で。

別なお金かかってでも、例えば食料品も買える、飲物も買えるとかいっ

てすごく喜ばれています。マスクとか、そういう部分も、もう１年以上

もコロナ禍の中で大変苦労しているわけです。今回全町民あるいは町民

に対して何もこの中にない。特定の部分はあります。それは、減収した

部分とか、コロナの影響によって減収された部分は、これは仕方ないと

思います。補填する、あるいは補助する。けれども、町民に対しては全

くないのですよ、これ見たら。公平性を考えると、当然一次、二次でや

ったクーポン券というのは私は有効だと思うのですが、町長の見解、町

長はどういうふうに考えていますか、町長の考えは。 

 

村田委員長  逢坂委員、今町長からの答弁もらいますが、先ほど逢坂委員の意見は伝

えてありますので、その中でまたもむ、もまないもありますから、今の
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部分に関しての質問はこれで町長から答弁もらって終了してください。 

 

逢坂委員   はい。 

 

駒井町長   前回までやりましたクーポンについてどうしてかということでございま

すが、今日の会議の冒頭にありますように、それから今商工観光課長あ

るいは財務課長から答弁ありましたように、今回の交付限度額が１億

3,074万8,000円ということで、３ページにわたって各課で上げていただ

いた。これでもういっぱいいっぱいというような状況でございまして、

精査すると1,700万近く多いというようなことで、今後委員がそういうふ

うにおっしゃるのであれば、さらに臨時交付金がついたときにはまた土

俵に上げたいなというふうに考えますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

逢坂委員   それでは、別な件で、これも提案ですけれども、この事業には実はもう

一件入っていないのですけれども、子育て世代、それから高齢者、特に

75歳以上の老人世帯、それから障がい者等の方々、特に寝たきりの方々

も含めて、今回のコロナ禍で１年間、これからも、昨日からワクチンの

接種が始まりましたけれども、いつまで続くかは全く分からない状況の

中で大変な巣籠もり状態になっているという状態の中で、これらの方々、

生活弱者の方のそういう部分を救う意味からも、私の提案です。一律５

万円の定額給付金みたい形で支給したらどうか、これ提案でございます

ので、その辺はどう考えているか。今後考えてくれるかどうか含めて。 

 

木村課長   お答えいたします。高齢者等、障がい含めまして、基本的にはコロナの

影響というか、各施設等に通ったりとか、事業をふだんどおり本町は実

施しておりますので、外出していないとか、そういう一般町民と同じよ

うな苦労はあるとは思うのですけれども、どこでどの線を引いて、どこ

からが対象なのかという問題もあると思いますが、検討はしていきたい

と思いますが、今後どのようにできるかも含めて検討はしたいと思うの

ですけれども、現時点では巣籠もり部分ですか、その辺につきましては

サービスを使ったりだとか、ハイヤー助成券を使ったりだとかで対応し

ていただいていると認識しているところであります。 
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逢坂委員   私は、そういう方々も拾ってあげることが弱者のために。収入減という

けれども、いろんな事業があります、収入減の。その中で何％減になっ

たとかといろんな部分が、これいろいろ調べてやられたと思うのですけ

れども、そういう弱者、災害と言ったら変ですけれども、国が災害と言

っているのですから、間違いないと思うのですけれども、有事において

そういう方々も広く浅く拾ってあげるべきだと思うので、ぜひそういう

ことも検討願えればいいと思いますが、どうですか。 

 

木村課長   お答えいたします。私先ほど答弁した部分については、障がい及び高齢

者の部分なのかなと思って認識して答弁しておりましたので、収入減と

なると一般事業者等のことなのかなということで、高齢者等につきまし

ては年金等、その他収入がコロナのせいで減ったという認識ではござい

ませんので、その辺を含めて検討はしていきたいとは思いますが、高齢

者や障がいについては所得が減っているということはないと認識してお

ります。 

 

逢坂委員   私言っているのは、収入が減ったからでなくて、コロナ禍で感染しない

ように。本当に感染したら大変な目に遭うのですね、高齢者は特に。で

すから、巣籠もりで不自由な部分があるだろうということで、収入減が

どう、こっち側のほうの事業については収入減があるから、こういう支

援金なり助成なりをするということなのですけれども、そういう弱者を

拾ってあげることも一つの町としての役割でないかなと思うから、私は

提案している。提案ですよ、あくまでも。それはそちらのほうで一切考

えないというのであれば、そういう答弁でもよろしいですし、私の提案

ですから、それについてどうなのかということをお聞きしているのです。 

 

村田委員長  逢坂委員、先ほど木村福祉課長のほうで逢坂委員に対してのその答弁は

もうしていますので。 

 

逢坂委員   分かりました。ちょっと納得できないので、もう一回、先ほどの件につ

いて。収入減でなくて、弱者に対する手当てというか、そういうのはど

うですかという。 
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木村課長   お答えいたします。どの辺と線引き等があるとは思いますが、今後どの

ようなことができるかできないかも含めて検討はしたいとは思っており

ます。 

 

逢坂委員   それでは、もう一点、１月の28日、コロナ特別委員会、この委員会で私

実はそこでも提案３件したのだけれども、１件は通していただいている

みたいなのですけれども、１件のパルスオキシメーターの家庭配備、そ

れから防災グッズ、これも家庭配備ということもたしか言ったと思うの

ですけれども、その件について今回一切上がっていないのですが、それ

について協議されたのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

鈴木課長   まず、私のほうからパルスオキシメーターの関連についてお答えをいた

したいと思います。逢坂委員おっしゃるとおり、前回の委員会のときに

提案受けまして、検討しました。検討した結果、パルスオキシメーター

につきましては今回のコロナの陽性者が自宅療養中に急変してという部

分で、そのことに端を発して、パルスオキシメーターが十分効果がある

というような流れで出てきたかなというふうに思いますけれども、基本

的にこれに関しましては医師の指導の下といいますか、そのように推奨

されているものでありますし、例えば各家庭に１台置いておいて、それ

をどのように使うのかというふうな話になりますとそれぞれ症状によっ

て基準値も違いますし、ただ単に全戸に配布しても効果はなかなか得ら

れないのではないかと。今回のコロナの陽性者が自宅療養中にという部

分でいきますと、以前から言っておりますとおり、陽性者につきまして

は町のほうで接触する機会がございませんので、そういう部分も含めて

今回はパルスオキシメーターについてはここにのせなかったという状況

であります。それと、自宅療養している人に配付している部分もありま

すけれども、調べたところ、都道府県単位のところでそういうようなこ

とをしているようでありますけれども、逢坂委員言われている市町村単

位で全戸配布しているところもあるようですけれども、羽幌町といたし

ましては、学会のほうで過信をして逆に事故があるという事例もあると

いうことと、こういうふうに購入が増えて、必要な方に行き渡っていな

いという事象もあるそうです。でありますので、医師の指導が不可欠な

ものでありますので、そのような行動は控えるようにというような専門
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家もおられますので、その辺を総合的にいろいろ判断いたしまして、見

送ったという状況であります。 

 

敦賀課長   私のほうからはもう一点の防災リュックの関係について答弁させていた

だきます。本件につきましては、逢坂委員さんのほうからはご意見とい

うことでありまして、検討はしております。単純計算でいきますと、今

12月末現在の世帯数が3,520世帯ということで、１個5,000円当たりのも

のと考えますと1,760万、輸送費も入れますと2,000万程度にはなる事業

になるのかなというふうには考えております。各ご家庭における防災備

蓄の基本的な考え方ということで、以前にもちょっとお話しさせていた

だいた経過はあるのですけれども、町といたしましては防災計画だとか、

これまでの広報におきましても各ご家庭でご用意いただきたい備蓄品と

して、マスクだとか消毒液、体温計等の日頃からの準備をお願いしてい

るという状況でございまして、国のほうでも自助という部分で各ご家庭

においても日頃から避難に備えて準備することが基本的な考えというふ

うにされております。また、地方創生臨時交付金を活用する主な目的と

いうのが新型コロナウイルスの感染拡大の防止策だとか、感染拡大の影

響を受けている地域経済、住民生活の支援に必要と認められるものとさ

れておりますので、今支援をしなければならない地域経済等、前提の事

業の枠の中で考えますと当然優先されなければならないものも多くあり

ます。以上の観点を踏まえて、今回計画にはのせていなかったというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 

逢坂委員   ２件については、パルスオキシメーターについては課長からの説明、こ

れ医師の指示とか、そういうのは全く要らないので、それは間違ってい

ませんか。ここだけ確認して、それから防災グッズについても、先般13

日に東北地方で東日本大震災の余震ということで震度６強の地震も発生

しましたし、いつそういう災害というのは発生するか分かりませんので、

ぜひそういう防災グッズも、直接コロナには関係なくても、防災、減災、

国土強靱化も今回の予算の中に入っているわけでございますので、そう

いうこともぜひ検討していただきたい。パルスオキシメーターについて

は、もう一回鈴木課長に、医師の指示でやったとか、一般の人が勝手に

使えないとかということは私はないというふうに認識していますが、そ
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れは間違っていますか、私の認識。 

 

鈴木課長   お答えいたします。私もそれ以外で使ってはいけないという話をしたわ

けではなくて、例えば先ほども言いましたけれども、その方の病状等に

よって基準値が違うというところで、全く医師が数値を判断しない状況

下で使ったときにむしろリスクのほうが高いというような、日本呼吸器

学会からの指摘もありましてというところを申し上げていまして、プラ

スいたしまして、今回パルスオキシメーターが有効だという報道等があ

りまして、パルスオキシメーターが相当購入されていて、現在相当品薄

の状況だそうです。本当に必要な方に行き渡っていないという状況もあ

るということでありますので、現状必要性として全戸に配布する必要性

を感じなかったということでありますので、今回はこの計画にはのせな

かったということでありますので、ご理解をいただければというふうに

思います。 

 

逢坂委員   それでは、最後に課長にもう一回聞くのですけれども、仮に羽幌町でク

ラスターが発生したときに、自宅待機になったときにパルスオキシメー

ターとか、そういうものは町はきちっと道なり保健所なりに聞いて配付

すると思うのですけれども、その辺のことは、直接このコロナの事業に

は関係ないと思うのですけれども、その辺の部分はお話が通っているの

かどうか、そこだけ１点だけ確認をさせてください。 

 

鈴木課長   お答えをいたします。その件につきましては、以前から申し上げている

かと思いますけれども、コロナの陽性者が出た場合につきましては、ほ

とんどといいますか、羽幌町はその陽性者に接触する機会がないので、

その部分につきましての確認等はしておりません。保健所があくまでも

陽性者に対して指導するという状況であります。ただ、現状では留萌管

内につきましては全ての方が入院されておりますので、自宅療養者は現

状はいないという状況でありますので、貸し出すとか貸し出さないとい

う以前に、羽幌町といたしましてはその辺はまだ確認をしていないとい

う状況であります。 
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逢坂委員   終わりますけれども、今言っている、私意味分からないのですけれども、

接触をしないということはあり得ないのですよ、実を言うと。これだけ

は言っておきますけれども、消防職員は接触するのです。そのためにサ

ージカルマスクから感染防止衣から全て買ってやるわけだから、町民が

接しないという意味が分からないです。だから、必ず誰か彼かが接触す

る可能性はあるのです。ないというのは、100％ないということはないの

です。だから、その辺は私の認識とちょっと違うのでないかと思うのだ

けれども、課長の説明では直接役場職員はないかもしれないですけれど

も、保健所の職員が来てやるのだと言うけれども、一番最初にスタート

するのは、救急で例えば発熱したとなったときには、それは接触するの

ですよ、一番最初に。その後保健所の職員が来て、どうする、こうする

というのはやると思いますけれども、それはちょっと違うのでない。何

か答弁あれば、受けて終わります。 

 

鈴木課長   接触しないと言ったのは、陽性になった方が自宅療養の場合にという話

を委員がされたので、陽性者に関しては我々町村が接触することはない

と言っていることでありまして、搬送業務ですとか、そういうことに言

及したわけではなくて、委員が自宅療養者に限定しておっしゃりました

ので、そのように申し上げたということでありますので、ご理解をいた

だければというふうに思います。 

 

平山副委員長 私から２点ほどお聞きしたいと思います。まず、18番目、消耗品の部分

で感染防止衣、上着が90着、そして下が60着ですか、これ枚数が違うの

だけれども、上と下と、これはどういう意味なのでしょうか。 

 

敦賀課長   それにつきましては、今現在の消防のほうの在庫の部分で向こうから在

庫を踏まえて上がってきた数字となっておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

平山副委員長 分かりました。次に、13番目、飲食業等事業継続支援です。また今回一

律20万円の支援金を支給するというものがありますが、これで３回目で

すよね。それで、１つお聞きしたいのは、こういう事業者がふだん感染

対策としてどういうことをやっているのか、町としてどの程度把握して
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いるのか、ちょっと教えていただきたいのです。 

 

高橋課長   お答えいたします。飲食業等に関しましては、席を全部座らせないとか

という部分ではやっているのは確認しております。夜のスナック等につ

きましても、今までボックス等々であれば全部入れていたところを１つ

空けてとか、あと何人か入ればもうその時点で店を閉めるとかという形

での人数制限の部分でもそういう対策はしていると聞いております。ま

た、もちろん消毒等々は各テーブルごとというよりも、店の中には用意

してございましたし、昨年から言っているカラオケにつきましてもやっ

ている事業者に関しましては個人にマイクのカバーを渡してというとこ

ろもやっているということで確認はしております。もちろんマイクは歌

うたびに消毒してということでもやっているということは確認しており

ます。 

 

平山副委員長 今課長おっしゃったように、そういう対策をしている。でも、ばらばら

だと思うのです、お店によっては。席を空けるとか、人数制限している

とかというのも聞いておりますが、お店の中に入ってしまって、ちょっ

と人数が多いときもあると思うのです。お客さんですから、お店側も来

たお客さんには断れない、そういうタイミングがあるのかもしれません

が、コロナ感染というのは飲食店での飲食が大きな原因ではないかと言

われています。そこで、お金で支援するのもいいのですが、それとは別

に町としてそういう事業者に対して感染対策というところで物資の支援

というか、そういうのを考えたらどうでしょうかということで今お聞き

しているのです。例えば仕切り板ですとか、ビニールとかは、それはあ

まり効果がないということで、アクリル板なんかはちゃんと消毒液で拭

けるという意味もあるのだと思うのです。あとは、入店してくるお客さ

んに対して体温を測るということで、簡単に自動で手に持って体温測れ

るものがあります。あとは、先ほど手指消毒剤を設置しているとありま

すが、その設置の仕方も私はどの程度の設置か分かりませんが、その辺

のところも徹底していただくように町側から働きかけをして、下町と言

ったら失礼なのですが、スナック業界なんかはお客が来ない、来ないと、

全然お客さん来なくて本当に大変だということからも、そういう対策を

行政側からしてあげて、確かに密になったりすると困ります。その辺も
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気をつけながらしてもらうためにも、こういうものをしますので、感染

対策に一層協力していただくということで、そしてお客さんにも少しは

来店してもらう。そうやって経済を回していかないと、スナック等飲食

店ですか、こうやってお金もらうのもいいのですけれども、果たして不

安なく継続していけるか、私はちょっと疑問に思うのです。そして、こ

ういう声もあります。本当にこの支援金いいのですが、一律で、実態に

合った支援の仕方をしてほしいという声も聞いています。その辺どうで

しょうか。今だらだらと２点ほど言ってしまったのですが。 

 

高橋課長   お答えいたします。一番最初の物資というか、物でということだったの

ですけれども、それも検討は去年からしております。ただ、店の大きさ

等々あって、設置する設備等がばらばらになるということで、その辺に

ついては統一したものができないかなということで検討していた経緯が

ございます。お店自体ばらばらの対応だということなのですけれども、

年末に行った下町の支援に関しましては、そこは誓約書をもらいながら、

道なりのコロナに対する対策守ってやりますということで誓約書をもら

いながら、あとはどういう対策しているのかということで店の写真をも

らいながら支援を行った経緯がございます。その中で、うちの支援をや

っている関係で対策はしっかりやってくださいというのは昨年から言っ

ていることでありまして、対応がばらばらというのは、店の大きさによ

って仕切りがあったり、上からぶら下げるビニールがあったりというこ

とで対応はちょっと違う部分があるのですけれども、国・道で言ってい

る新北海道スタイルを守った上での営業ということでの誓約をもらった

上で昨年の支援金は支給していますので、それでも足りない部分あるの

かとは思いますけれども、その辺はこれからも支援していく中で対策を

取った上でやってくださいということで言っていこうとは思っておりま

す。 

 

平山副委員長 支援金を出していると言ったら変な言い方なのですが、今課長説明され

たように誓約書をいただいて支援金をしているとか、それではスナック

さんとか今現状やっている感染対策、それで行政としては満足している

ということですか。 
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高橋課長   お答えいたします。行政としてというよりも、国・道でも実践というか、

新北海道スタイルという部分で提唱している部分で、うちのほうもそれ

に沿った形での営業をお願いしている部分がございますので、それの対

応されている事業者につきましては、うちはそれ以上というか、人を入

れないのが一番なのかもしれませんが、そういうことにもならないので、

それを守った上での営業ということで今までもやっておりますので、足

りない部分に関しては随時指導というか、呼びかけていきたいなとは思

っております。 

 

平山副委員長 国や道のやり方の下で町もやっているということですが、国・道の指導

は指導で私はいいと思うのです。ただ、羽幌町独自としての感染防止対

策とかがちょっと私消極的な感じに見えるのです。だから、先ほど課長

おっしゃいましたけれども、店の規模によっては大きい、小さい、確か

にあります。大きい、小さいありますけれども、それに見合った、例え

ばさっき物資のこと言ったのですけれども、見合った物資の補助とか、

私は考えれば幾らでもできると思うのです。そこで、町民の方々少しで

も、今は飲食業者、スナックさんですか、すごくちゃんと感染対策やっ

ているので、少しは行っても大丈夫でないかという、町民の人たちにも

アピールできるだけのことを羽幌町として率先して取り組んでもいいの

でないかなと思うのです。何でもかんでも国から、道からの指導の下で、

それに基づいてやっています。それは分かりますけれども、それ以外で

羽幌町として独自でそういうものに取り組んでも私はいいのでないかと

思います。実際現場のスナックさんなんかは本当に困っているのです。

その辺もう少し考えていただきたいなと思うのです。どうですか、羽幌

町として別な角度で取り組んでいくという考え方にはなりませんか。 

 

村田委員長  暫時休憩します。 

 

（休憩 15:31～15:40） 

 

村田委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

行政側の答弁からスタートしたいと思います。 
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高橋課長   先ほどの平山委員のことにお答えいたします。安全性という部分でいき

ますと、この店が安全だということは行政ではちょっと言いづらいとい

うか、言うことはできないので、ここが安全だから行ってくれというの

は行政としてはちょっと言える範疇ではないとは思っております。その

代わりではないですけれども、昨年の20万の支援という中では対策費と

いう部分も入っていますし、今回の一律20万という部分にも改めてのそ

の部分の意味も込めて20万ということで設定させていただいております

ので、今回の20万の中でいろいろな対策していただければということも

込めての20万ということでご理解いただきたいと思います。 

 

平山副委員長 私の思いとかけ離れているなと、今の答弁。そういうスナック、飲食店

にこの店が大丈夫だから行ってくださいとか、そういうことは私は言っ

ていませんよ、決して。なぜそういう答弁出てくるのですか。すみませ

ん、ちょっと時間押しているからあれなのですけれども、私言っている

のはそういうことを言っているのでないのです。支援金は支援金で、額

はどうであれ、そのほかに町の取組としてそういう業界に。というのは、

町民の人たちが食べに行きたい、飲みに行きたい、でもコロナ禍だから

感染したら困るから行かないで自粛している人が大多数だと思うのです。

そのことによって飲食店の収入が減ってくる、事業を継続していくのが

大変だという現状だから、感染対策にもうちょっと力を入れてやって、

町民の人たちが少しでも安心、これが絶対いいですよ、大丈夫ですよと

いうことはないと思います。でも、何かに取り組んで、このぐらいやっ

てくれていれば大丈夫かなと町民の人たちが思ってくれるような、そう

いう対策を私はしてほしい。だから、お金もあれだけれども、物資の面

ではどうですかということで聞いているのです。そこのお店大丈夫だか

ら行けとか、そんなこと言っていません。要するに飲食店業界がこれだ

けのことをやっているので、町民の人たち、再度言いますけれども、安

心して少しでもお客さんが行けるような、そういう環境づくりをしてほ

しいという意味合いで私はさっき言ったのです。 

 

村田委員長  もう一度答弁もらいますか。 
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平山副委員長 さっきの答弁ちょっと違ったから、私も今言ってしまったのですけれど

も、答弁あればお聞きしたいし、なかったらよろしいです。 

 

村田委員長  手が挙がりませんので、よろしいですか。 

 

平山副委員長 もう終わりますけれども、ちょっと悲しい答弁。終わりますけれども、

町民の人たちもかなり自粛しているのですよ、出ていきたくても。その

辺の不安とか精神的なものを軽減するためにも、もう少し町として取り

組み方、町独自の取り組み方というのが私は必要でないかということを

思っていますので、今後よろしくお願いいたします。終わります。 

 

小寺委員   それでは、幾つか質問したいと思います。まず、８番、これはにじいろ

の整備だと思うのですが、前回の委員会でそういう施設はどうかという

ことで検討していただいたと思うのですが、担当課も御存じのとおり、

３町村で運営している施設になっていると思います。ほかの町村との話

合いはできていて、羽幌町だけで負担するのがどうこうということでは

なくて、ほかの町村はにじいろに対してどのような支援を検討している

のか、その辺他町村の動きを教えてください。 

 

鈴木課長   初山別村と苫前町になりますけれども、具体的に特別な支援というのは

基本的にはない状況です。ただ、通常負担金としていただいております

し、今回のこの部分についても苫前町と初山別村から後から負担金とし

てその分、負担率で割り返してという形になりますけれども、負担金と

して入ってくるという状況になっております。 

 

小寺委員   よりいい環境で子供たち、あとは職員の方が対応できるように今後も協

議のほうをしていただきたいというふうに思います。 

続いて、10番になります。手洗いの非接触化ということで、これも観光

施設ということで、内容的には足踏みではないですよね、あくまでもト

イレの手洗いのところにセンサーのやつだと思うのですが、本当に先ほ

ど言ったいきいき交流センター、バラ園のトイレだけでいいのか、観光

施設でいうと、今後サンセットビーチがオープンする、しないは分から

ないですけれども、そういう施設、ほかの観光施設への影響というか、
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設置もまた出てくるのかなというふうに思うのですが、まず観光施設に

限定して、その辺はほかの観光施設についてはどう考えていらっしゃい

ますか。 

 

高橋課長   お答えいたします。ほかにもというと離島とかのトイレもあるのですけ

れども、実際に今現時点で不特定多数利用されている部分が多いという

ところの道の駅のトイレとサンセットプラザの共同トイレという部分で、

36か所ほどあるのですけれども、そちらのほうを替えさせていただくと

いうことで今回提出させていただいております。 

 

小寺委員   来年度、今年の観光の感じもまた関わってくると思うのですけれども、

そこだけの施設ではないですよね。特に観光だけに限らないで、不特定

多数の方が来られるのを勝手に想像してですけれども、例えば海鳥セン

ターですとか、あと資料館ですとか、フェリーターミナルですとか、観

光客が来そうな施設、ただ観光施設ではないので、そこは除外されてい

るのかなと思うのですけれども、今後、課は分かれてしまうのですけれ

ども、本当に必要であればそれも含めて、観光施設以外も不特定多数の

場所があるということであれば、手洗いに関して、予算もあるとは思う

のですけれども、考えていっていただきたいなというふうに思います。 

続いてですが、ちょっと並びがあれなのですけれども、先ほど何人かの

委員の方もおっしゃっていたのですが、例えば３番、４番、あと12番、

13番、これは簡単に言うと、課はまたぐのですが、農業、漁業、あと商

業への支援だと思うのです。各課できちんとまとめて、もちろん根拠も

含めて提出されて今回上がってきているとは思うのですが、これをぱっ

と見たときに値段とか条件がそれぞれ、業種も違うのでということはあ

るとは思うのですけれども、開きがあるように感じます。単純に言うと、

例えば農業でいうと25万です。漁業でいうと、船の大きさに絞って、そ

れでも15トン以上でも20万と、そこでも差がありますし、例えば一番漁

業者が多い３トンから５トン未満だと61件あるのですが、そこに至って

は14万というふうになっているので、自分は農業、漁業、商業をある程

度同じ基準で。農業も漁業も今後、例えば商業に関しては設備費、維持

費の３か月の何十％という制限があるのですが、農業、漁業については

そういう制限はありません。漁業、農業を比べると、農業は大きさ関係
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なく、農業だったら土地が広い、狭い、従業員関係なく25万設定なのに、

漁業に関しては船の大きさで線引きしていると。そうなると、もらうほ

うはもちろんうれしいのですけれども、せっかくいい事業なのに、他業

種と比べたときに何で農業はこれだけで私たちはこうなのかということ

になり得るので、自分としては一律農業、漁業、商業も今言いますけれ

ども、定額で20万なのか25万なのか、船の大きさや土地の広さ、狭さ、

従業員数を問わず一律で支援するというほうが分かりやすくて、そして

いいのではないかなというふうに思います。また、飲食の関係です。飲

食ですけれども、小売業については５万円なのです。前回は、例えばカ

ラオケの設備のところには10万円という上限でしていたわけです。しか

し、今回に関しては５万円と、そうなるとそこでもやはり不公平感、カ

ラオケ、前回もそこでこだわっていましたけれども、同じ設備で固定費

でかかる分にもかかわらず、前回は10万で今回は５万と、それは不公平

感があるのではないかなというふうに思いますので、これで決定という

ことではないと思いますので、全課併せてそこの不公平感がないような

形で調整していただきたいなというふうに思いますけれども、今後の調

整についてもし答弁があれば、各課またいでしまうのですけれども。 

 

大平課長   お答えいたします。今課をまたがったり、先ほど農林水産課長のほうの

答弁等々もありましたので、取りあえず一番最初にお話しさせていただ

いたとおり、これ決定事項ではありませんので、まずは一旦、時間もあ

りますので、持ち帰らせていただいて、どういった形がいいのか再度、

もう一度調整をしながら、どういった形がいいのかという部分検討させ

ていただければと思います。 

 

小寺委員   今回国からの特別交付金によって、本当に困っている人に支援が行くよ

うな形、それが分かるのは各市町村、地方自治体だということで、ある

程度の権限を持って羽幌町でも決めれるというふうになっていると思う

のですが、前回も自分お話ししましたが、羽幌町でも昨年の夏ぐらいか

らずっといまだに休業しているという会社もあって、御存じですかとい

うことをお伺いしたのですが、その会社とか個別に名前を言えないので

あれですけれども、そういう会社というのも把握しているのでしょうか。

製造業です。加工製造業の会社だと思うのですが、いまだに休業してい
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る会社があるということは町としては把握しているのか、していないの

か。 

 

村田委員長  暫時休憩します。 

 

（休憩 15:55～15:56） 

 

村田委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

高橋課長   お答えいたします。加工業に関しては、申し訳ございませんが、把握し

ておりません。 

 

小寺委員   そういう会社もあって、従業員もずっと休業中ということで、そういう

会社がありますので、大きな団体ですとか、そういうところは、困って

いるとか大変だというような声を出せるところはたくさん支援策がある

とは思うのですけれども、小さい会社ですとか、声の出せない業種もあ

ると思いますので、いろんな情報を得ながら、本当に困っているところ

の支援策を立てていただきたいなというふうに思います。いかがですか。 

 

高橋課長   お答えいたします。関係団体とも協議しながら、そういう漏れがないよ

うなことで今後もやっていきたいなとは思っております。 

 

小寺委員   続いて、14番、離島クーポンについてです。先ほど逢坂委員も触れてい

ましたが、前回は宿泊者限定クーポンということでやったのですが、今

回は離島に特化するということで、説明の中でも観光シーズンを踏まえ

て今後検討していくという。例えば昨年の例を見ますと、観光シーズン

は離島にはなるべく行かないでくださいというような対策を取ったので

すが、これをやることで羽幌町観光にどんどん島に来てくださいという

ふうにシフトしていく事業になるのか、その辺、次の夏に向けてですけ

れども、離島観光を盛り上げていきたいということだと思うのですけれ

ども、その辺観光を夏以降、これから推していくということでよろしい

のでしょうか。 
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高橋課長   お答えいたします。先ほども言っていたのですけれども、コロナの関係

でどういう状況になるかという部分もありますので、これをやる時期と

いうのも今現在お答えできないような状況です。観光協会等々にも協力

をいただく部分もありますので、観光協会の各支部ともよく話し合った

上で、これが効果的にできるような時期に実施していきたいなとは考え

ております。そうなると、結局先ほども言ったとおりコロナの状況によ

って、島にウェルカムというふうになるのかならないのかというのは今

この時期では判断しづらいというか、どう転がるか分からない部分が多

いので、そこは状況を見ながら決めていきたいなとは思っております。 

 

小寺委員   それでは、やらないということもあり得るということですか、この事業

を行わないということも、コロナの関係で。まだ正式に絶対やるという

ことではなくて、例えば離島に感染が及ぶおそれがある場合はまた自粛

のような呼びかけをするとは思うのですけれども、その際は行わないと

いうことでよろしいのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。そういう状況になれば、こちらの事業に関してもや

れないということにはなると思いますので、状況を見ながらということ

で判断していきたいなとは思っております。 

 

小寺委員   その辺も限りある予算なので、どういう基準でそれを行うのか、行わな

いのか、いつもせっかくいいものがあるのにうまく利用できないことが

あると思うのです。ですので、行う基準ですとか、そういうインフォメ

ーションを含めて、きちんと島も含めて分かるような形で今後説明して

いただければいいと思います。また、前回も言ったのですが、1,000円で

3,000円と、あまりにも大きいです。いいもの過ぎると思うのです。先ほ

どもセット数で言っていたのですが、今回1,000セットですけれども、例

えば1,000円で2,000円クーポンにすることでセット数を増やすというこ

ともあると思うのですが、今回全く宿泊クーポンとは別物だと私は考え

ているのですけれども、なぜ1,000円で3,000円なのか、1,000円で2,000

円でも十分いいクーポンだと思うのですけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 
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高橋課長   お答えいたします。今回の離島クーポンにつきましては、前回の宿泊者

限定クーポンの実績を踏まえた中での離島部分ということで、設計自体

も前回の宿泊者クーポン自体が2,500セットつくって全て完売という状

況がありましたので、1,000円で3,000円という部分の魅力というところ

では、去年やったときには宣伝はしていないのですが、泊まった人から

のＳＮＳ等々の発信によってかなり広がったという部分もありまして、

お得感というか、3,000円が1,000円で買えるというところを去年の実績

から追っていって、今回離島限定という形で離島の経済の活性化という

ことで考えて、そのまま3,000円ということで設定しております。 

 

小寺委員   今回は、宣伝はするのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。先ほども言ったように、どういう状況になるか分か

りませんが、これをやるということであれば宣伝していかなければ、ど

ういう宣伝になるかというのはあれですけれども、町場の観光協会にポ

スター貼るなりするというところで観光協会と連携した中で宣伝はした

上でやっていかなければ、1,000セットしかないので、何か月できるかと

いうところもありますけれども、宣伝はしていこうかなとは思っており

ます。 

 

小寺委員   もうちょっと具体的な内容についてお伺いします。これは、１家族１セ

ットなのか、１人１セットなのか。あとは、何回も行く方は何回買える

のか、１シーズン１人１セットまでなのか。その辺内容というのは決ま

っているのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。今の設定では、１日１人１セットということで考え

てはおります。 

 

小寺委員   あと、町民、島民も買えるのでしょうか。 

 

高橋課長   お答えいたします。先ほど説明の中でもありましたとおり、島外からの

観光客等ということで、島民は買えるということではないということで

考えております。 
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小寺委員   自分は、これはもうちょっと考える余地があるのかなと思いますし、あ

と先ほどとちょっとかぶって申し訳ないのですが、手数料に関しては、

もし観光協会の案内所でやるのであれば、委託費の中で対応してもらう

ですとか、なるべく経費を抑えて、また違う事業ができるように、もっ

たいないことがないように再検討していただきたいなというふうに思い

ます。 

続いて、15番、販売促進支援事業についてお伺いします。これも自分は

とってもいい事業だなというふうに思うのですが、ただ本当に10万円で

いいのかというふうに思います。これを利用して羽幌のものを買っても

らうということであれば、例えば夏場なのか、贈答とかそういうのにど

んどん使ってもらえるように、羽幌の業者から送る場合、個人に送る場

合は送料は全部持ちますよと、上限はもっと上げるなりして、どんどん

羽幌のものを買ってもらう。漁業や加工品だけではなくて、お米ですと

か農産物も含めてどんどん羽幌から発信していくような事業にしていた

だいたらより効果が上がるのではないか。例えばですけれども、羽幌に

住んでいる町民にも協力してもらって、羽幌出身の方、親戚、兄弟とか

にそれぞれはがきを送ってもらって、今送料が無料だから、ぜひ羽幌の

ものを買ってほしいという宣伝をするとか、町民にもうまく協力を願っ

て、よりいい事業にしていただきたいなというふうに思うのです。どう

しても北海道羽幌から本州に送るとなると送料がネックになって敬遠さ

れる場合もあります。これをうまく利用して、ある期間でもいいですし、

ある限定の例えば3,000円のセット、これは本州までは送料は無料で送れ

ますというふうになるとかなりインパクトがあるのではないかなという

ふうに思いますので、その辺上限を設けない、もしくは上限をもっと上

げて、より効果的な仕組み、事業にしていってもらうと、コロナが終わ

った後も羽幌の知名度アップや商品、食料、食べ物も含めて味わっても

らうというのがとっても大事なことかなと、そのために使うには10万円

は少ないのではないかなというふうに思いますので、これを利用しても

っと広げた事業ができればなというふうに期待していますが、もし答弁

があればお願いします。 

 

高橋課長   お答えいたします。上限10万というのも、ここまで事業者増えてくれれ

ばいいなという願いもあるので、多くの事業者に当たるようにというこ
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とで上限を今は10万という形にはしていますけれども、これを実際に運

用していく上で今現在やっている事業者からの意見聞きながら、各団体

からも聞きながらということで、今出している部分を上限撤廃するのか、

何が最適な金額なのかというところも他事業者にも確認しながら、この

中は検討していきたいなとは思っております。 

 

小寺委員   コロナを逆手に取って、事業者に全て任せるのではなくて、いろんな検

討を重ねて、町も積極的に売り込むような姿勢で、助成するので、あと

はお願いということではなくて、町としてどういうふうに羽幌のものを

売っていくかというのも事業者も含めてどんどんやっていってほしいな

というふうに思います。よろしくお願いします。 

続いて、16番です。避難所等の感染防止対策事業ということで、消耗品

なり備品を買うということなのですが、これ前回も前々回もいろんな形

で備品、消耗品をストックしていると思うのですが、今まだ足りないの

か、それとも過剰になってきているのか、その辺本当に今緊急性がある。

５年間は使えるというものであるとは思うのですが、前回もかなりの量

を買っていると思うのですが、その辺いかがなのでしょうか。 

 

敦賀課長   避難所用の備蓄品ということで、一回で今年度の予算で全て買えるとは、

全体の枠もありますので、考えておりません。こういうものは、全体の

枠と予算に応じて少しずつといいますか、補充をしていきながら購入は

続けていきたいなというふうには考えております。 

 

小寺委員   それでは、まだまだ足りないということですか、もっともっと備蓄を増

やしていかないといけないという、もし予算があれば、例えばウエット

ティッシュでももっともっと買いたいのか。お金があるから買っておこ

うかというものなのか、緊急性があってこれは絶対必要だからというも

のなのか、その辺がちょっと分からないのです。例えば備品に関しても、

今回はさっき言っていた下に敷くマットを買うと。ただ、前回は段ボー

ル100セット買っているのですよね、100個。それは、先ほどの説明だと

耐久性が優れないので、そしたらあの100セットはどうなってしまうのだ

ろうか。もちろん使わないことが、防災なので、いいことなのかもしれ

ませんけれども、その辺耐久性に優れないものだったら、なぜ前回100
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セット買わないで今回のものを値段相応分用意しておかなかったのかな

と。どっちがいいものなのか僕分からないですけれども、段ボールも100

個あって、また違うものが出たので、その辺一貫性というか、ないので

はないかなというふうに思うのです。だから、今後も計画的にもし買っ

ていかなければいけないのであれば、いいものをどれぐらいまで用意し

たいとか、そういうのもないと、物だけ増えて実際本当に必要なときに

使わないものも出てきてしまうと本当にもったいないことになってしま

うのではないか。そういう面で備蓄に対する計画というのはどのように

考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

敦賀課長   先ほど委員さんの質問の中で、例えば段ボールのパーティションを100

セット買ったのだけれども、また今年ナイロン製のものを買って、その

やつはどうなるのだというようなお話もあったのですけれども、基本的

には段ボールパーティションについては国も推奨している部分でしたの

で、今回初めてという部分もありましたので、買ってみました。段ボー

ルのパーティションもいいところがありまして、今回買うパーティショ

ンだと大きさが決まってしまうのです。例えば世帯が大きいところとか

になると広くパーティションを使わなければならないので、そういう部

分に関しては段ボールパーティションを活用して広く、囲いというので

すか、することで、１家族１人なのか、３人なのか、４人なのかで広さ

を変えられる、そういう利点がありますので、それはもちろん今後も活

用していきたいというふうに考えています。あと、量等につきましては、

基本的には今使っているのは公民館と、あと離島の避難所という部分で

１か所が主に使われている部分なのですけれども、災害の大きさによっ

てはそのほかにも活用していかなければならないと、そういう部分あり

ますので、その辺は小寺委員さんおっしゃるとおり、全体の避難所の数

を見据えながらそういうものについては考えていかなければならないと、

そういうふうには考えております。 

 

小寺委員   予算があるから買うのではなくて、ある程度計画を組んで、例えばここ

の避難所にはこれだけ必要だとか、全体でこれぐらい、消耗品も含めて、

消毒剤はこれぐらいストックしておきたいのだというものがあって積み

重ねていくのではないかなというふうに思うのです。だから、国からの



45 

 

補助があるから買おうとかではなくて、ぜひ計画的に、もし毎年買うも

のがあるのであれば、段ボールのものがいいのであれば毎年少しずつで

もいいから積み重ねて目標の数をきちんと用意するようなことが必要な

のではないかなというふうに思いますので、ぜひ計画的に備品に関して

は用意していただきたいなというふうに思います。 

あと、17番もそうです。これこそ消毒液の足で踏むやつだと、スタンド

だと思うのですけれども、まだ消毒液が足りないのか、消毒液も30個、

またボトルで買ったりですとか、消毒スタンド、それに合致するものを

買うのか、それとも足りなくて30個買うのか、その辺はいかがですか。 

 

敦賀課長   お答えいたします。今年度におきましても同じように消毒液等は購入し

ています。やはり毎日使うものなものですから、どんどんなくなってく

るという部分ありますので、来年度の事業の中でも計画的に補充をして

いきながら、単年度だけでは終わらない部分もあるかもしれませんので、

その辺は今後も継続的に使っていけるように補充のほうはしていきたい

なというふうに考えて計画しているところでございます。 

 

小寺委員   これも何か所あって、どれぐらいの頻度で取り替えなければいけないで

すとか、例えば学校とかだと人数も多いし、毎日、議場の前にあるのは

そんなに使わないとか、いろいろあると思うのです。だから、これも30

個買います、補充、詰め替えも30個買います。50個というのではなくて、

計画的に、やっと１年ぐらいたつので、どれぐらい使用していくのか、

今後必要なのかというのも分かると思うので、ぜひ計画的に備えていた

だければなというふうに思います。 

最後になのですが、自分は、コロナに関してですが、町として言えるの

は町民への広報が不足しているのではないかなというふうに思います。

もちろんホームページには今私たちが見ているようなフォーマットでイ

ンターネットの一番上のほうから入ると計画書がぼんと置いてあるので

すが、実際町民の人がどんなふうにお金が使われているか、議会広報で

も紙面は限られているので、なかなか伝わりづらいと思うのです。ぜひ

町のほうからも分かりやすく、こういう業種にはこれぐらいの支援をし

ていますよ、備品についてもこういう備品を買いましたよ、安心してく

ださい。もちろん予防だけではなくて、羽幌町がコロナに対してどのよ
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うな政策を持って行っているかというのを分かりやすく町民に知らせる

というのも必要なのではないかなというふうに思いますので、計画書を

張ってあるから計画書を書くというのではなくて、分かりやすく、どん

な業種にどういう支援が今まで行われてきたのか、そして今後行われよ

うとしているのかというのをぜひ広報の観点からも考えていただいて、

町民に知らせていただきたいなというふうに思います。町長のメッセー

ジの中で、コロナになって羽幌の情報発信ですとか魅力に触れる機会が

減っているということを言っていらっしゃいますけれども、やり方を考

えればいろいろな情報の発信の仕方もできますので、もちろん町民だけ

ではなくて町外の方にも、コロナだからできないのでなくて、コロナを

利用してより高い情報の発信と魅力を伝える機会という事業を、この中

にはありませんけれども、考えていただきたいなというふうに思います。

答弁はいいので、ぜひその辺発信のほうを力を入れてほしいなと思いま

すので、この点についても今後協議のほうをお願いしたいと思います。 

 

森 委 員   重複を避けるために、今まで出ていない部分、１点だけ質問させていた

だきます。今回の第三次補正に関わる予算措置を見て、困っている人に

直接助成をしてこの地域を守っていきたいという姿勢は非常に理解でき

るところでありますし、細かい議論はありましたけれども、大枠の中で

はその方向でぜひいってもらいたいなと思っております。ただ、どちら

かというと売上げの減少しているところに対しての補填、補填というこ

とではないですけれども、助けるという意味合いが強くて、売上げは関

係ないのだけれども、このことによって費用が余分にかかっているとい

うところもあるのではないかなという気がしてまいりました。その上で

私が思いつく部分としては、例えば老人福祉関係でいえば羽幌町社会福

祉協議会だとか、萌とかにもいろんな設備だとか、いわゆる固定費的と

言われる経常的にかかる費用がふだんより多くかかっているということ

もあるのかなと思います。また、先ほどにじいろのほうには予算つけて

おりましたけれども、民間ではＮＰＯ法人のいちえ、これも羽幌にとっ

ては障がい児にとってはすごく大事な施設として活躍していると思って

おります。そういうところに対して、今回検討するに当たってある程度

の予算措置ということは検討したのかどうか。それと、私の分からない

ところで、全然事前に話していないので、推移的なことを聞くのはちょ
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っと酷かなと思いますけれども、場合によっては社会福祉協議会とか、

そういうところには国から直接の支援が入る場合もあると思います。た

だし、それで足りているかどうかということも含めて、今回の予算に関

わる過程の中で担当課のほうでその辺についてどう思い、どういう結果

になったのかということをまずお聞きしたいと思います。 

 

鈴木課長   お答えいたします。高齢者施設等の関係につきましては、森委員おっし

ゃるとおり、国から別で交付金が出ている状況であります。社会福祉協

議会ですとか、あと例えばですけれども、陽光、陽だまりという旧道立

病院にあるグループホームですけれども、そういうところと、あと萌も

含めてですけれども、別な包括支援交付金という部分が入っております

ので、それとプラスして、その中で羽幌町からの間接補助という形でも

別な部分で出ているものがありますので、当面はそういう施設につきま

してはそういうものを充てていただくという状況で考えております。あ

と、にじいろにつきましても、別でそのようなものはないのですけれど

も、このような部分ですとか、あといちえもそうですけれども、国の医

療従事者に与えられた交付金ですとか、そういう部分も入っていますの

で、その辺のところを活用していただいてという状況で考えて、今回の

この予算、計画の中には入っていないという状況であります。 

 

森 委 員   医療関係者、人件費なんかも社会福祉協議会等で発生したところは20万、

出ないところは５万円という制度もあって、職員の方もふだんより非常

に気を張りながら、より注意しながらやっている部分の一助に少しはな

っているかなというふうなことは理解しておりました。今回そういうこ

とを全く考えなかったということはこれで理解できましたけれども、改

めてあと１か月の中でコロナがどういうふうに変化していくということ、

かなり長期間でありますので、いろんな仕事を抱えて、ワクチンの接種

とか、非常に忙しい思いがあると思いますけれども、改めて時間をかけ

ない中でもその状況だとか、包括交付金も町の施設だと今回だと空調だ

とか、いろんな形のハードというのかどうか、備品等もそろえているの

ですけれども、そこまで手が回っているかどうかというのもちょっと疑

問なのです。身近にあるマスクだとか、いろんなものには行っているの

だけれども、この際より感染を防止するために今大事だと言われている
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のは換気だとか、湿度だとか、そういうものがありますので、そういう

ようなこともこれで、万全ということはありませんけれども、満足なの

か、それがもし包括交付金等の中ではなかなか手が出せないというよう

なことがあれば、三次最後のチャンスで、今回もいろんなところの予算、

これを削ればいいというのは議員はなかなか言えませんけれども、私と

してはその辺は相当優先順位上げていくべきであると思います。その情

報を聞いて、今から割り込ませるのは酷かもしれませんけれども、必要

な設備も入れてあげるようなことも改めて、１か月以上あると思います

ので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、検討するかどうかとい

うので簡単な答弁で結構ですけれども、お伺いします。 

 

鈴木課長   お答えいたします。それぞれ施設等と連絡密にいたしまして、検討して

いきたいなというふうに思います。 

 

村田委員長  ほかにありませんか。（なし。の声）なければ、これで特別委員会を終了

いたします。長い間ご苦労さまでした。 


